
第１回
霧島市総合計画審議会

令和４年7月7日

霧島市企画政策課
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本日の内容
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１ 開会
２ 市長あいさつ
３ 霧島市総合計画審議会の概要
４ 委員紹介
５ 会長及び副会長の選出
６ 議事
（1）第二次総合計画の概要
（2）後期基本計画策定に係る基本的な考え方
（3）策定作業の進捗状況
（4）今後のスケジュール
（5）その他

７ 事務連絡
８ 閉会



霧島市総合計画審議会の概要
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１ 設置根拠（条例第7条関係）
霧島市総合計画策定条例に基づく審議会

２ 目的（条例第4条関係）
基本構想及び基本計画を策定・変更する際の市長の諮問に応じて調査審議し、そ

の結果を市長に答申していただきます。

３ 組織（条例第8条関係）
審議会は、「公共的団体等の長」「学識経験者」「その他市長が必要と認める者」の

１５人以内で組織されます。

４ 任期（条例第9条関係）
諮問に係る審議及び答申が終了するまでの間となります。
（令和4年6月１日～令和5年3月31日を予定）

５ 会長及び副会長（条例第10条関係）
会長１人及び副会長１人を委員の互選により選出します。会長は、会務を総理し会議

の議長となります。会長が欠けたときは副会長が職務を代理します。



霧島市総合計画審議会の概要
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６ 会議（条例第11条関係）
審議会は会長が招集し、委員の半数以上（８人以上）の出席で会議が成立します。

７ 審議会の開催回数
本日の会議を含めて5回の予定です。（7/7、8/25、10/27、2/2、3/9）

８ 会議及び会議録の公開
「霧島市附属機関等の会議の公開に関する指針」により、会議は原則公開とし、要約

した会議録を市ホームページで公開します。（発言者名は非公開）

９ 報酬及び旅費の支給
会議に出席した場合、報酬及び旅費を口座振込により支給します。



霧島市総合計画審議会の概要
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○霧島市総合計画策定条例 （平成30年１月12日）

(目的)
第１条 この条例は、総合計画の基本的事項を明らかにするとともに、
総合計画の策定手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における市のあるべき姿と進むべき方向について
の基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 市のまちづくりの基本的な理念であり、将来の目指すべ
き都市像及びこれを実現するための基本方針を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための基本的な施策を体系的に
示す計画をいう。

(総合計画の策定)
第３条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計
画を策定するものとする。

(諮問)
第４条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更(軽微なも
のを除く。)しようとするときは、あらかじめ霧島市総合計画審議会に
諮問するものとする。

(議会の議決)
第５条 市長は、前条に規定する諮問を経て、基本構想を策定し、又
は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(公表)
第６条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこ
れを公表するものとする。

(設置)
第７条 第４条の規定による諮問に応じ、調査審議するため、霧島市総
合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)
第８条 審議会は、委員15人以内で組織する。
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の代表
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者

(任期)
第９条 委員の任期は、諮問に係る調査審議が終了するまでの期間と
する。

(会長及び副会長)
第10条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこ
れを定める。

２ 会長は、審議会の会務を総理する。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け
たときは、その職務を代理する。

(会議)
第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議
の議長となる。

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のとき
は、議長の決するところによる。

(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な
事項は、市長が別に定める。
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第二次総合計画の概要
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計画の位置付け

●総合計画とは、将来、霧島市をどのような
「まち」にしていくのか、そのためにどのようなこ
とを実行していくのかを、総合的・体系的にま
とめたもの。都市計画、環境、観光、教育、福
祉などの全ての施策の基本となるもので、いわ
ば霧島市の「まちづくりを進めていくための羅
針盤」といえる。

●平成23年の地方自治法改正により、総合計
画策定の法的義務はなくなったものの、まちづ
くりの指針となる計画は必要であることから、霧
島市総合計画策定条例を制定し、平成30年3
月に計画期間を10年とする第二次霧島市総
合計画を策定した。



第二次総合計画の概要
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計画全体の構成

第二次霧島市総合計画は｢基本構想｣｢基本計画｣の2層制で構成している。

②基本計画

①基本構想
②基本計画（前期5年、後期5年）
基本構想を実現していくには、どのよう

な課題があり、それをどのように解決して
いくのかなど、基本方針（６政策）を達成
するための施策の体系を示すもの。

①基本構想（10年）
１０年後にどのようなまちになるのが望

ましいか、そのために、どのような考え方
でまちづくりを進めていくのかなど、まち
づくりの「基本理念」と市の「将来像」、こ
れを実現するための「基本方針（６政
策）」等を示すもの。



第二次総合計画の概要
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計画の位置付け

●基本構想は、10年先を見据え、総合計画審議会や市議会、市民意識調査や
ワークショップ、パブリックコメントなどを経て策定されたものであることから変更し
ない。

●基本計画（前期）は、今年度（2022年度）に終期を迎えるため、後期の基本計
画を策定する必要がある。

今回変更する部分



第二次総合計画の概要
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基本理念

世界にひらく、人と自然・歴史・文化がふれあう都市

人にやさしく 人をはぐくむ 一人ひとりが輝きにぎわう 多機能都市

将来像

6つの政策

産業の活力があふれ、交流と賑わいが生まれるまちづくり

みどりあふれる快適で暮らし続けたいまちづくり

誰もが支えあいながら生き生きと暮らせるまちづくり

社会を生き抜く力と生涯を通じて学びあう力を育むまちづくり

市民とつくる協働と連携のまちづくり

信頼される行政経営によるまちづくり

基本構想の構成

基本構想は、「基本理念」「将来像」及び「6つの政策」で構成している。

にぎわい

くらし

やさしさ

はぐくみ

きょうどう

しんらい



第二次総合計画の概要
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世界にひらく、人と自然・歴史・文化がふれあう都市

近年、国や地域を越え、人・モノ・情報等の移動が世界的に拡大しています。
本市に所在する鹿児島空港は、ソウル線、上海線、台北線、香港線が定期運行され、アジア・世界とつな

がっており、加えて、近年の経済のグローバル化は、観光資源や農林水産物などの本市の素材を海外へ売
り込む好機でもあります。
また、ICTは劇的に進展を遂げ、世界全体に急速に浸透し、地域経済においても、スマートフォン等の携帯

端末を中心に人々の生活や仕事に大きな変化をもたらしています。
このような状況や政府の「明日の日本を支える観光ビジョン」、「農林水産業・地域の活力創造プラン」の内

容等を踏まえ、空港や高速道路、鉄道を有する交通の要衝としての本市の優位性を生かすとともに、成長
著しいICT化の流れに対応した戦略的なシティプロモーションの推進により、「世界にひらく都市」を目指しま
す。
さらに、本市は、日本で最初に国立公園に指定された霧島山や天降川をはじめとする大小の河川、その

流域に広がる豊かな田園などの風光明媚な自然、多くの歴史的文化遺産と伝統に支えられた特色ある文
化を有しています。
これらの自然や歴史・文化を、貴重な財産として次世代に着実に継承するため、今後も適切な保全に努

めるとともに、教育、産業振興などの各分野の施策に積極的に活用し、本市の未来を担う郷土愛豊かな人
材の育成や地域特性を生かしたまちづくりを推進することにより、「人と自然・歴史・文化がふれあう都市」を
目指します。

基本構想の構成

基本理念



第二次総合計画の概要
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人にやさしく 人をはぐくむ 一人ひとりが輝きにぎわう 多機能都市

本市は、2008（平成20）年３月に策定した第一次霧島市総合計画において、まちの将来像である「人と自
然が輝き、人が拓く、多機能都市」を掲げ、その実現を目指し諸施策に取り組んできました。その結果、これ
までも多くの人が集まり、そこに暮らす人の活力によってまちの魅力が形成されてきました。“まちづくりは人
づくり”と言われるように、まちは人によって成り立ち、人が主役であり、この視点は今後も引き継いでいくべ
きものと考えます。
その上で、このまちに暮らす人が、生まれ育った郷土に誇りを持ち、ずっと住み続けたいと思えるように、ま

た、更に多くの人がこのまちを訪れることを目指し、本市の強みに目を向け、新しい視点を示しながらまちづ
くりを進めていくことが求められます。
多くの人の訪れが、まちに「 にぎわい」 をもたらします。人が安全・安心な「 くらし」 を享受し、人と人との

つながりを通じた支え合いの中から「 やさしさ」 がうまれ、家庭、地域、学校など様々な場面において人を
「 はぐぐみ」 、持続可能なまちが創造されます。
そのため、市民や企業・NPOなどの様々な主体がそれぞれの役割を担い、知恵を出し合いながら、人と人

とがともに地域の課題解決に取り組む「 きょうどう」 のまちづくりを進めるとともに、これまで以上に、市民に
「 しんらい」 される行財政運営に努めます。

基本構想の構成

将来像



第二次総合計画の概要
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基本構想の構成

6つの政策

政策3～6は次頁



第二次総合計画の概要
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第二次総合計画の概要
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基本計画の施策体系

基本事業（87）

施策を解決するための具体的取組。
施策（26）
6つの政策を実現するための課題。



第二次総合計画の概要
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基本計画書の見方

ひとつの施策を４ページで構成している。

B

A

C
D

E

施策で目指す姿【目標】施策名

施策の現状と課題【課題】 成果指標【チェック】 基本事業【手段】

みんなができること【手段】



第二次総合計画の概要
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①市が抱える「課題」から、目指すべき「目標」を導
き出す。
②目標を達成するために「手段（基本事業、みんな
でできること）」を講じる。
③目標の達成度合いを「成果指標」でチェックする。

基本計画書の見方

目標

B

課題

A

チェック

C

D E

手段

①

② ③

行政 協働

施策評価



第二次総合計画の概要
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施策評価

●進行管理に当たっては、単に、事業の進捗率や整
備率などの事業の活動量をあらわす項目だけではな
く、事業の対象（人やモノ）が“どういう状態になるのが
望ましいのか”という視点を取り入れ、事業の効果に
ついて評価を実施。

●毎年度、評価を実施し、その結果を次年度以降の
事業に生かすとともに、市ホームページで公表するこ
とで、市民の立場に立った行政運営の実現と透明性
の確保に努めている。

　２ 　施策の成果把握

　１ 　基本計画期間（2 01 8年度～20 22年度） におけ る施策の方針

施策名

政策

体系

政策No. 1 政策名 にぎわい（産業の活力あふれ、交流と賑わいが生まれ るまちづくり） 施 策 幹 事 課

施策No. 1 施策幹事課長名

①成果指標　（意図の達成度を表す指標）

◎目標達成（100％以上） 　　　 △目標を未達成（1 00％未満）

単位 区分 2018 年度 2019 年度 2020 年度

　商工業者の持続的な経営安定や経営基盤の強化に資する各種支援策の充実を図るとともに、創業し やすい環境整備など、創業者の支援に努めること

で、商工業者の所得向上を目指します。

　また、商業集積地域の魅力づくりに取り組み、商店街に人が集まり、安全・ 安心に買い物ができるよう支援します。

　さらに、産官学・農商工連携を推進し 、霧島産物を生かした新商品の開発 や「霧島ブランド」の確立、販路拡大を目指します。

201 9 年度 施策マ ネジメ ントシー ト　(201 8年度目標達成度評価)

施策
関係課名

地域経済を支える商工業の振興

2021 年度 2022 年度
目標達成

の方向性

A ％

成り行き値 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0

達成率

目標値 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0

実績値

結果

更なる増加

を目指し ま

す

B 市創業支援センターにおける創業相談件数 件

目標値 55.0 60.0 60.0 60.0

成り行き値 40.0 40.0

達成率

60.0

実績値

C 新規加入事業所数（商工会議所・商工会） 事業所

成り行き値 110.0 110.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0

目標値 125.0 130.0 1 35.0 1 40.0 1 45.0

実績値

結果

達成率

Ｄ 霧島ブランド認定件数 件

目標値 12.0 18.0 18.0 18.0

成り行き値 0.0 0.0

達成率

18.0

実績値

目標値 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0

実績値

結果

達成率

成り行き値 23.0 24.0 25.0 25.0 25.0

② 成果指標の測定方法　（ 実際にどのように実績を把握するか）

目標値

成り行き値

達成率

実績値

A

Ｂ

結果

40.0 40.0

結果

③ 2022 年度の目標値設定の考え方

Ｆ

Ｅ 空き店舗率 ％

商工業に活気がある と思う市民の割合

更なる増加

を目指し ま

す

更なる増加

を目指し ま

す

更なる増加

を目指し ま

す

更なる減少

を目指し ま

す

0.0 0.0 0.0

結果

40.0

-

　商工業者の持続的な経営安定や経営基盤の強化を図るため、既存の支援制度を継続するとともに、社会経済状況や商工業者の

ニーズを捉えた新たな支援制度の創設に努めます。

　また、商工会議所・商工会・かごしま産業支援センター等と連携し、商工業者に有益な事業・制度の情報提供を行うほか、特に中

小零細企業については、「霧島市中小零細企業振興に関する提言書」に掲げる重点目標に沿った具体的な取組等に基づき、積

極的な事業を展開します。

1
1

1

　 ５ 20 19 年度基本事業の取組方針 　６ 2 02 0年度基本事業の取組方針

　 １　基本事業の目的、 取組方針（総合計画より）

　 ２　基本事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令等） はどのように変化しているか、更に 今後ど う変化するか？

　 ３ 20 18 年度基本事業の取組方針 　 ４ 20 18 年度の取組達成状況

地域経済を 支え る商工業の振興

政策体系 基本事業名 基本事業
主担当課

2019 年度 基 本事 業マネジメント シート 　(2018年度 目標 達成 度評 価)
施策名
1 1

商工業者の育成・支援

政策№

施策№

基本事業№ 
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後期基本計画策定に係る基本的な考え方
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策定の方針

●総合計画の前半に当たる「前期基本計画」の計画期間が令和4年度末に終
了するため、前期基本計画の後継となる「後期基本計画」を策定する。
計画期間は、総合計画の後半に当たる令和5年～9年の5年間とする。

●霧島市ふるさと創生総合戦略（第3期）を、後期基本計画に統合する。
メリットは、総合計画と総合戦略との関係性が明確になり、本市が直面する人口
減少という大きな課題に対する方向性や取組も分かりやすく、説明しやすくなる
こと。

霧島市ふるさと創生総合戦略とは
まち・ひと・しごと創生法第１０条に基づき、本市における地方創生の基本

的方向性（主に「人口減少対策」）を定めるもの。総合計画の内容に即し、
国県のまち・ひと・しごと創生総合戦略の内容を勘案して策定する。
市の重要課題である「人口減少対策」の取組をまとめた総合戦略は、総

合計画において、施策を超えた分野横断的な「重点施策」と言い換えるこ
とができる。現在の第２期総合戦略は、令和４年度で前期基本計画と同じく
計画期間を終えるところである。

総合計画の重点施策＝「総合戦略」というイメージ
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総合計画・総合戦略の期間

期間は以下のとおり。着色部分が今回の策定部分となる。

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

必要

不要

統合し一体的に策定

総合
戦略

不要
ふるさと創生総合戦略

(2015～5年間)
第2期

（2020～3年間）
第3期

（2023～5年間）

第一次総合計画
基本構想

(2008～10年間)

後期基本計画
(2013～5年間)

議会の

議決

総合
計画

第二次総合計画　基本構想
（10年間）

前期基本計画
（2018～5年間）

後期基本計画
（2023～5年間）



後期基本計画策定に係る基本的な考え方
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策定体制



本日の内容
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１ 開会
２ 市長あいさつ
３ 霧島市総合計画審議会の概要
４ 委員紹介
５ 会長及び副会長の選出
６ 議事
（1）第二次総合計画の概要
（2）後期基本計画策定に係る基本的な考え方
（3）策定作業の進捗状況
（4）今後のスケジュール
（5）その他

７ 事務連絡
８ 閉会



策定作業の進捗状況
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市民参画

①市民意識調査 結果は集計中

●期間：5月6日（発送）～5月25日（20日間） ●回答方法：郵送・Web回答

用途 総合計画

20歳以上の市民 20歳～59歳までの市民
市内の高校・高専・大学

に在学する学生等

市内に事務所を

持つ地元企業

7,000人 3,500人 1,300人 500社

目的

（○新規）

●前期基本計画の31個の

意識系成果指標（※）の実

績値

（＝後期基本計画に設定

予定の基準値）

の把握

○令和4年に策定予定の

個別計画に必要な調査項

目の測定

※「～と思う割合」などアン

ケート等で計測する指標

●結婚・出産を促す施策

の資料として活用

●今後取り組むべきまち

づくりのニーズ掘り起し

○国の総合戦略（デジタ

ル・グリーン）の観点に関

する意識を調査

●若年層の流出抑制策の

資料として活用

○国の総合戦略（デジタ

ル）の観点に関する意識

を調査

●雇用のミスマッチの現状

把握

●雇用促進策の資料とし

て活用

●学術機関との連携可能

性を把握

○国の総合戦略（デジタ

ル・グリーン）の観点に関

する意識を調査

総合戦略

対象



策定作業の進捗状況
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市民参画

②ワークショップ

「霧島市をもっと元気にする」アイデアを募集するワークショップ『KIRISHIMAみ
らいトーク』を計2回実施。
後期基本計画に掲げるべきまちの課題をテーマに、「必要な取組」「市民や団体

など一人一人ができること」のアイデアをまとめ発表した。

●期 間：令和4年5月29日、６月25日実施
●参加者：20～80代の延べ52人

結果は集計中



策定作業の進捗状況
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市民参画

③青少年議会

市内の中学・高校・大学生等が市の課題について議論する「青少年議会」の、
今年度と過去（直近３年程度）の意見等を参考にする。

④パブリックコメント（１１月～12月予定）

結果は集計中

これから実施予定



策定作業の進捗状況
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施策体系（案）

前期基本計画の後継計画となることから、施策体系は前期基本計画を踏まえ
つつ、以下の方針に基づき整理する。

●近年の社会情勢の変化に対応しながら、関連性が高い施策等を一体的に
推進するため、統合・整理を進める。

前期基本計画 後期基本計画

施策 26 20

基本事業 87 68

施策別分科会関係課（延べ） 145 127



策定作業の進捗状況
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施策体系（案）

前
期
基
本
計
画

後
期
基
本
計
画

1-1
地域経済を支える商工業
の振興

①
商工業者の育成・

支援
②

創業しやすい環境
整備

③
霧島ブランドの確

立と販路の拡大
④

地域特性を生かし
た商圏の充実

1-2
強みを生かした企業誘致
と雇用の促進

① 企業誘致の推進 ②
多様な人材を生か
した雇用の促進

1-3
活力ある農・林・水産業
の振興

①
農林水産業の担い
手の育成・確保

② 生産基盤の整備 ③ 農山漁村の振興 ④
農林水産業の稼ぐ
力の向上

1-4
地域特性を生かした観光
の推進

①
国内外の観光客の
誘致

②
観光素材の創出と
活用

③
利便性の高い観光
地づくりの推進

1-5
持続可能な地域公共交通
ネットワークの構築

①
総合的な公共交通
の連携の強化

②
バス交通の利便性
向上と効率的運行

※黄網掛は基本事業を統合・分割・新設・移動したもの。赤字は名称変更。※下線は名称変更。

1-1 地域産業の活性化 ①
地域を支える産業
の育成・支援

②
新たな産業の創出
と企業誘致

③
霧島ブランドの確
立と販路の拡大

④
魅力的な就業環境
と担い手の確保

1-2
活力ある農・林・水産業
の振興

①
農林水産業の担い
手の育成・確保

②
生産基盤の整備と
農山漁村の振興

③
農林水産業の稼ぐ
力の向上

1-3
地域特性を生かした観光

の推進
①

国内外の観光客の

誘致
②

観光素材の創出と

活用
③

利便性の高い観光

地づくりの推進

1-4
地域旅客運送サービスの
持続可能な提供の確保

①
総合的な公共交通
の連携の強化

②
バス交通の利便性
向上と効率的運行
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※黄網掛は基本事業を統合・分割・新設・移動したもの。赤字は名称変更。

施策体系（案）

前
期
基
本
計
画

後
期
基
本
計
画

2-1
人と自然が共生し快適で

良好な生活環境の形成
① 自然環境の保全 ②

大気・音環境の保

全
③ 水環境の保全 ④ 生物多様性の保全 ⑤

環境保全意識の向

上

2-2
地球にやさしい循環型社

会の形成
①

ごみの減量化・資

源化
②

ごみの適正な排

出・処理
③

地球温暖化対策の

推進

2-3
快適生活の基盤づくりの
推進

①
良質な住環境の整
備

②
道路ネットワーク
の構築と道路施設
の維持

③ 地域情報化の推進 ④
安全で良質な水の
安定供給

2-4
地域特性に応じた魅力あ
る空間の形成

①
地域にあった土地
利用の規制・誘導

②
公園・広場等の整
備と適切な維持管
理

③ 良好な景観の形成 ④ 空き家対策の推進

2-5
危機管理・防災力の充実
と防災意識の向上

①
災害に強い防災基

盤の整備と災害復
旧対策の推進

②
自助・共助を主体

とした地域防災力
の強化

③
火災の予防及び救

急・救助体制の充
実

2-6 市民生活の安全性の向上 ①
交通安全対策の推
進

② 防犯対策の推進 ③
健全な消費生活の
推進

※下線は名称変更。

2-1
自然と共生する良好な生

活環境の形成
① 自然環境の保全 ②

大気・音環境の保

全
③

環境保全意識の向

上

2-2
地球にやさしい循環型社
会の形成

①
ごみの減量化・資
源化

②
ごみの適正な排
出・処理

③
地球温暖化対策の
推進

2-3
快適生活の基盤づくりの
推進

①
良質な住環境の整
備

②
道路ネットワーク
の構築と道路施設
の維持

③
計画的な土地の活

用と良好な景観づ

くり
④

水の安定供給と適
正な排水処理

2-4 市民生活の安全性の向上 ①
災害に強い防災基
盤の整備と災害復
旧対策の推進

②
火災の予防及び救
急・救助体制の充
実

③
交通安全・防犯対
策の推進

④
健全な消費生活の
推進
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施策体系（案）

前
期
基
本
計
画

後
期
基
本
計
画
（
案
）

3-1
健康づくりの推進と医療
体制の充実

①
安全・安心な医療
体制の充実と健康

づくり拠点の整備
②

市民の健康意識の

向上と健康管理の

充実

3-2
安心して子どもを産み育
てられる環境の充実

①
妊娠期から乳幼児
期までの切れ目の

ない支援の充実
②

多様なニーズに応

じた子育て環境の

充実
③

子育てに関する負
担軽減の推進

3-3
住み慣れた地域で暮らし
続けるための地域包括ケ
アの推進

①
介護予防の推進と
高齢者の生きがい
づくりの充実

②
高齢者の在宅生活
を支えるサービス
の充実

③
高齢者の居住の安
定の確保

④
住民参加と互いに
支えあう地域福祉
の推進

3-4
共生社会実現に向けた障

がい児(者)の支援
①

障害福祉サービス

の提供体制の充実
②

障がい者の自立及

び社会参加の促進
③

障がい児の支援体

制の充実
④

尊厳ある暮らしを
支える仕組みづく
り

3-5
社会保障制度の円滑な運

営
①

生活困窮者等への
支援

②
医療保険制度と国
民年金制度の円滑
な推進

③
介護保険制度の円

滑な運営

※黄網掛は基本事業を統合・分割・新設・移動したもの。赤字は名称変更。※下線は名称変更。

3-1
健康づくりの推進と医療
体制の充実

①
健康づくりの推進
と拠点の整備

②
質の高い医療体制
の確保

③
健康危機に備えた
感染症等対策の強
化

3-2
安心して子どもを産み育

てられる環境の充実
①

妊娠期から乳幼児
期までの切れ目の
ない支援の充実

②
多様なニーズに応
じた子育て環境の
充実

③
子育てに関する負

担軽減の推進
④

出逢いと結婚の支

援

3-3
高齢者が地域で自分らし
く暮らし続けられる環境
の充実

①
介護予防の推進と
高齢者の生きがい
づくりの充実

②
高齢者の生活支援
サービスの充実

③
住民参加と互いに
支えあう地域福祉
の推進

3-4 共生する地域社会の実現 ①
障がい者（児）へ
の福祉サービスや
支援体制の充実

②
障がい者の自立及
び社会参加の促進

③
生活困窮者等への
支援

④
社会保障制度の円

滑な運営
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施策体系（案）

前
期
基
本
計
画

後
期
基
本
計
画

※黄網掛は基本事業を統合・分割・新設・移動したもの。赤字は名称変更。

4-1
立志と将来への希望を育

む学校教育の充実
①

夢実現のための学
力の向上と個性を
育む教育の推進

②
豊かな心の育成と
個性を生かす支援
体制の充実

③
安全で安心な学校
づくりと食育・体
育の推進

④
地域や学校の特色を生

かした教育活動と教育
支援の推進

⑤
専門高校としての
魅力を高める高等
学校教育の充実

4-2
多様な学びを支援する社
会教育の充実

①
きりしまっ子の豊かな
心を育む体験・交流活

動の充実
②

家庭教育の充実と地域
全体での見守りを通じ

た青少年の健全育成
③

自ら学び、高め合

う体制づくりと学

習環境の充実
④

ふるさと愛の高揚へつ
なげる文化財の保存・

継承と活用

4-3
次世代へつなぐ芸術文化

活動の推進
①

芸術文化に触れ親

しむ機会の充実
②

芸術文化活動を実
践する市民及び団
体への支援

4-4
スポーツを楽しむ環境づ
くりの推進

①
生涯スポーツの推
進

②
競技スポーツの推
進

③
スポーツ施設の整
備

※下線は名称変更。

4-1
立志と将来への希望を育

む学校教育の充実
①

夢実現のための学
力の向上と個性を
育む教育の推進

②
豊かな心と健康な
体を育む支援体制
の充実

③
多様な教育活動・

支援環境の充実
④

専門高校としての
魅力を高める高等
学校教育の充実

4-2
多様な学びを支援する社

会教育の充実
①

生きる力を育む体
験・交流活動の充
実

②
地域ぐるみで子ど
もの成長を支える
体制づくり

③
多様な学びを支援
する学習環境の充
実

④
文化財の保存・継

承と活用

4-3
スポーツ・文化に親しむ
環境づくり

①
スポーツに親しむ
環境づくりの推進

②
芸術・文化に親し
む環境づくりの推
進
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施策体系（案）

前
期
基
本
計
画

後
期
基
本
計
画

5-1
市民参画でつながる地域
社会の形成

①
市民活動の支援と

協働の推進
②

国際・国内交流の

推進

5-2
人権の尊重と男女共同参
画の推進

①
人権教育・啓発の

推進
②

人権を侵害するあ
らゆる行為の根絶

③
あらゆる分野にお
ける男女共同参画
の推進

④ 平和意識の醸成

5-3
活力ある地域づくりの推
進

①
中山間地域の活動
支援

② 移住定住の促進 ③
出逢いと結婚の支
援

5-4
市の魅力と価値を高める
多角的施策の展開

①
ジオパーク活動の
推進

② 広域行政の推進 ③
産官学との連携の
推進

④
シティプロモー
ションの推進

※黄網掛は基本事業を統合・分割・新設・移動したもの。赤字は名称変更。※下線は名称変更。

5-1
活力ある地域づくりの推

進
①

市民活動の支援と

協働の推進
②

中山間地域の活動
支援

③ 移住定住の促進

5-2
誰もが個性と能力を生か

せる地域社会の形成
①

人権教育・啓発の

推進
②

あらゆる分野にお
ける男女共同参画
の推進

③
多文化共生の地域
づくり

④ 平和意識の醸成

5-3
市の魅力と価値を高める
多角的施策の展開

①
産官学との連携の

推進
②

広域的な連携の推

進
③

シティプロモー
ションの推進
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施策体系（案）

前
期
基
本

計
画

後
期
基
本

計
画

6-1
市民の視点に立った行政
サービスの提供

①
効率的で適応力に
富んだ行政運営と
市民サービスの提

②
市職員の人材育成
の推進

③
市民と行政による
情報の相互活用

④ 議会運営への支援

6-2
持続可能な財政運営の推
進

①
歳入に見合った予

算編成と適正な予

算執行
②

適正・公平な課
税・収納

③
市有財産の適切な
管理と利活用

※黄網掛は基本事業を統合・分割・新設・移動したもの。赤字は名称変更。※下線は名称変更。

6-1
市民の視点に立った行政
サービスの提供

①
デジタル技術を活
用した行政サービ
スの充実

②
市職員の人材育成
の推進

③
市民と行政による
情報の相互活用

④ 議会運営への支援

6-2
持続可能な行財政運営の

推進
①

効率的で適応力に

富んだ行政運営
②

歳入に見合った予
算編成と適正な予
算執行

③
適正・公平な課

税・収納
④

市有財産の適切な

管理と利活用



本日の内容
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１ 開会
２ 市長あいさつ
３ 霧島市総合計画審議会の概要
４ 委員紹介
５ 会長及び副会長の選出
６ 議事
（1）第二次総合計画の概要
（2）後期基本計画策定に係る基本的な考え方
（3）策定作業の進捗状況
（4）今後のスケジュール
（5）その他

７ 事務連絡
８ 閉会



今後のスケジュール
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策定スケジュール（案）

市民意識調査・市民アンケート

ワークショップ

基礎調査（社会経済、国県の動

向、市の現況）

前期基本計画の進行管理（分科
会）

第2期総合戦略の進行管理

後期基本計画の施策・成果指標
等の調整

第3期総合戦略の施策・KPI等の

調整

部長級
会議

総合計画策定委員会＆地方創生

推進本部会議

総合計画審議会

ふるさと創生有識者会議

パブリックコメント

議会対応

レイアウト・印刷（KER)

3月

調査

進行管理

策定作業

（分科会）

外部委員
会議

1月 2月

その他

9月 10月 11月 12月主な作業項目 4月 5月 6月 7月 8月

施策評価

効果検証

実施 報告

報告

仮報告

調査 納品

総括（行政経営会議）

総括

1回目 2回目

施策別分科会（施策内容・指標調整）

地方創生推進委員会（施策内容・KPI調整)

施策体系案 作業シート

施策紐付け

1回目 2回目

1回目(7/7) 2回目(8/25) 3回目(10/27) 4回目(2/2)

3回目

2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目

中間報告書（第3回審議会用） 業務報告書（完成）

報告 報告

公開

5回目(3/9)



今後のスケジュール
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審議会スケジュール（案）

第２回目 ８月25日
①市民参画結果報告
②前期計画総括報告
③施策等検討状況報告

第３回目 10月27日
①諮問 計画（素案）審議

第4回目 ２月２日
①計画（素案）審議

第5回目 ３月９日（最終回）
①答申


